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【手続補正書】
【提出日】平成26年6月25日(2014.6.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から光が入射される受光窓と、
　前記受光窓から入射された入射光を検出する受光素子と、
　前記受光窓と前記受光素子との間に配設され、前記受光窓から入射された入射光の所定
波長の光をカットする干渉フィルタと、
　前記受光窓と前記受光素子との間に配設され、前記受光素子の受光軸に対して平行に入
射された入射光を前記受光素子の素子面に集光させる集光レンズと、
　前記受光素子と前記集光レンズとの間に配設され、前記集光レンズによる集光領域以外
へ至る入射光が前記受光素子側へ通過することを防ぐ絞り部材と、
　軸線が前記受光素子の受光軸に沿うように延びる筒部材であり、一端側に前記集光レン
ズが収容されるとともに、他端側に前記受光素子と前記絞り部材が収容され、外部からの
電磁ノイズを遮断するシールド部材と
　を備えることを特徴とする蛍光検出器。
【請求項２】
　前記絞り部材を、前記受光素子の前記素子面と所定間隔をあけて配設したことを特徴と
する請求項１に記載の蛍光検出器。
【請求項３】
　前記干渉フィルタを前記受光窓と前記集光レンズとの間に配置したことを特徴とする請
求項１または請求項２に記載の蛍光検出器。
【請求項４】
　前記干渉フィルタを前記受光素子と前記絞り部材との間に配置したことを特徴とする請
求項１または請求項２に記載の蛍光検出器。
【請求項５】
　前記干渉フィルタを、前記受光窓と前記集光レンズとの間、および、前記受光素子と前
記絞り部材との間に配置したことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の蛍光検出
器。
【請求項６】
　前記受光素子の前記受光窓側に、透光性を有するシールドシートからなるシールド部材
を更に配設したことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の蛍光検出
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器。
【請求項７】
　前記受光素子の受光軸を中心として、同一波長または波長が異なる励起光を照射する複
数の発光素子を周方向に配設したことを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項
に記載の蛍光検出器。
【請求項８】
　前記シールド部材の内部に、前記集光レンズと前記絞り部材を所定間隔をもって位置決
めするスペーサを配設したことを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載
の蛍光検出器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　前記課題を解決するため、本発明の蛍光検出器は、外部から光が入射される受光窓と、
前記受光窓から入射された入射光を検出する受光素子と、前記受光窓と前記受光素子との
間に配設され、前記受光窓から入射された入射光の所定波長の光をカットする干渉フィル
タと、前記受光窓と前記受光素子との間に配設され、前記受光素子の受光軸に対して平行
に入射された入射光を前記受光素子の素子面に集光させる集光レンズと、前記受光素子と
前記集光レンズとの間に配設され、前記集光レンズによる集光領域以外へ至る入射光が前
記受光素子側へ通過することを防ぐ絞り部材と、軸線が前記受光素子の受光軸に沿うよう
に延びる筒部材であり、一端側に前記集光レンズが収容されるとともに、他端側に前記受
光素子と前記絞り部材が収容され、外部からの電磁ノイズを遮断するシールド部材とを備
える。
　なお、前記絞り部材は、前記受光素子の前記素子面と所定間隔をあけて配設することが
好ましい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　このように、本発明の蛍光検出器は、受光窓からの入射光のうち、迷光を遮断し、検出
対象の蛍光だけを受光素子によって検出することができる。よって、懸濁物質濃度が高い
湖沼やダム、上下水道設備等での測定を可能とし、広い用途で使用することができる。ま
た、受光窓の開口を小さくする必要はないうえ、受光窓から受光素子までの光路長が長く
なることもないため、これらの方法と比較して高感度の測定を実現できる。また、蛍光検
出器は、受光素子への外部からの電磁ノイズをシールド部材によって遮断できるため、受
光素子による検出の感度を高めることができる。よって、正確かつ高感度な測定を実現で
きる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、前記受光素子の前記受光窓側に、透光性を有するシールドシートからなるシール
ド部材を更に配設することが好ましい。このようにした蛍光検出器は、受光素子による検
出の感度を高めることができるため、更に正確かつ高感度な測定を実現できる。
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【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、前記受光素子の受光軸を中心として、同一波長または波長が異なる励起光を照射
する複数の発光素子を周方向に配設することが好ましい。同一波長の励起光を照射する発
光素子を複数配設した場合には、励起光を強くすることができるため、より高感度の検出
が可能となる。また、波長が異なる励起光を照射する発光素子を複数配設した場合には、
異なる励起光による蛍光を受光素子によって確実に検出することができる。
　また、前記シールド部材の内部に、前記集光レンズと前記絞り部材を所定間隔をもって
位置決めするスペーサを配設することが好ましい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の蛍光検出器では、受光軸に対して平行に入射される所定波長以外の第１迷光を
干渉フィルタによりカットするとともに、受光軸に対して斜めに入射され、干渉フィルタ
を通過した第２迷光を集光レンズと絞り部材により遮断できるため、蛍光の検出精度を向
上できる。そして、この蛍光検出器は、受光窓の開口を小さくしたり、受光窓から受光素
子までの光路長を長くしたりする方法と比較して高感度の測定を実現できる。しかも、受
光素子への外部からの電磁ノイズをシールド部材によって遮断し、受光素子による検出の
感度を高めることができるため、更に正確かつ高感度な測定を実現できる。
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